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（裏）

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

抜
粋

（
保
安
規
定
）

第
十
二
条

６

前
項
の
検
査
に
当
た
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
す
る
そ

の
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出

（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。）を
さ
せ
る
こ

と
。

７

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の

身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら

れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
安
規
定
）

第
三
十
七
条

５

原
子
炉
設
置
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前

項
の
規
定
の
遵
守
の
状
況
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
が
定
期
に
行
う

検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
十
二
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
検
査

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、同
条
第
六
項
中「
前

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
五
項
」
と
、「
経
済
産
業
大

臣
」
と
あ
る
の
は「
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
」

と
、「
経
済
産
業
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
主
務
省
令
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
第
一
号
」
と
あ

る
の
は「
第
三
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
」

と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
項
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
八
条

文
部
科
学
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣

又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
文
部
科
学
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
あ
つ
て
は
第
六
十
四
条
第

三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
（
核
原
料
物
質
使
用
者
、

国
際
規
制
物
資
使
用
者
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
一
に

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
、
同
条
第
五

項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
国
際
特
定
活
動
実
施
者
に

つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら

ず
、
文
部
科
学
大
臣
と
す
る
。）に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定
、
都
道

府
県
公
安
委
員
会
に
あ
つ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規

定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
県

公
安
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
警
察
職
員
）
に
、
製
錬
事
業
者
、
加

工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
使
用
済

燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
用
者
、

核
原
料
物
質
使
用
者
、
国
際
規
制
物
資
使
用
者
、
第
六
十
一
条
の

三
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規

定
す
る
者
若
し
く
は
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
に
規
定
す
る

者
又
は
国
際
特
定
活
動
実
施
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事

業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件

を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な

最
小
限
度
の
量
に
限
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の

必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
は
、
こ

の
法
律
（
文
部
科
学
大
臣
に
あ
つ
て
は
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
並
び
に
そ
の
附
属
施
設
に
係
る

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
並
び
に
第
五
十
五
条
の
三
第
一

項
の
規
定
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
つ
て
は
実
用
舶
用
原
子
炉
及
び

そ
の
附
属
施
設
に
係
る
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
）
の
施

行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
六
条
の
四
第

一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
、

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は

第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
溶
接
を
す
る
者
の

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳

簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質

問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査

の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
処
分
等
に
つ
い
て
の
同
意
等
）

第
七
十
一
条

２

文
部
科
学
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
は
、
前

項
の
同
意
を
求
め
ら
れ
た
事
項
に
関
し
特
に
調
査
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
原
子
炉
設
置
者
若
し
く
は

外
国
原
子
力
船
運
航
者
（
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の

二
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
許
可
の

申
請
者
を
含
む
。）か
ら
必
要
な
報
告
を
徴
し
、又
は
そ
の
職
員
に
、

当
該
原
子
炉
設
置
者
若
し
く
は
外
国
原
子
力
船
運
航
者
の
事
務
所

若
し
く
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、そ
の
者
の
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

第
六
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
立
入
検
査
に
準
用
す
る
。

第
八
十
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

一
の
二

第
十
二
条
第
六
項
（
第
二
十
二
条
第
六
項
、
第
三
十
七

条
第
六
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第
六
項
、第
五
十
条
第
六
項
、

第
五
十
一
条
の
十
八
第
七
項
又
は
第
五
十
六
条
の
三
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検

査
若
し
く
は
試
料
の
提
出
を
拒
み
、
妨
げ
、若
し
く
は
忌
避
し
、

又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を

し
た
者

六

第
六
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者
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